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ふ
く
だ
や
す
お

は
じ
め
に

1
9
9
1
年
の
バ
ブ
ル
崩
壊
を
境
と
し
て
わ
が
国
の
労
働
者
を
取
り

巻
く
環
境
は

一
変
す
る
。
バ
ブ
ル
崩
壊
以
前
に
お
い
て
も
わ
が
国
の
労

働
者
は
他
の
先
進
諸
国
と
比
較
し
て
恵
ま
れ
た
労
働
条
件
下
に
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
企
業
規
模
別
賃
金
格
差
は
解
消
さ
れ
ず
、
ま
た
長
時

間
労
働
に
よ
る
健
康
被
害
、
家
庭
生
活
へ
の
し
わ
寄
せ
は
深
刻
な
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
経
済
成
長
と
低
失
業
率
に
よ
り
、
低
い
労
働

分
配
率
の
下
に
あ
っ
て
も
、
実
質
賃
金
は
上
昇
し
て
き
た
。

し
か
し
、
バ
ブ
ル
崩
壊
を
境
に
実
質
賃
金
の
伸
び
は
ス
ト

ッ
プ
し
、

ω年
代
後
半
以
降
、
低
下
に
転
ず
る
。
そ
し
て
、
家
庭
を
持
ち
子
ど
も

を
育
て
る
た
め
の
最
低
の
賃
金
を
も
保
障
さ
れ
な
い
、
し
か
も
一雇
用
契

約
期
間
も
細
切
れ
化
さ
れ
た
極
端
な
低
賃
金
層
が

一
気
に
拡
大
す
る
。

今
や
、
年
収
2
0
0万
円
未
満
の
雇
用
者
が

1
9
0
0万
人
、
年
収
3

0
0万
円
未
満
の
雇
用
者
が
必

・
2
%
を
超
え
る

(総
務
省

「平
成

M

年
就
業
構
造
基
本
調
査
」)。

こ
う
し
た
家
族
の
再
生
産
を
否
定
す
る
賃
金
崩
壊
の
最
大
の
原
因
は

非
正
規
雇
用
の
拡
大
で
あ
る
。
正
規
雇
用
の
非
正
規
化
は
各
年
齢
層
、

男
女
を
問
わ
ず
拡
大
す
る
。
将
来
を
担
う
お

l
初
歳
代
で
見
れ
ば
、
非

正
規
の
割
合
は
総
数
で

m
・
0
%、
男
性
で

m
・
4
%、
女
性
で
お

・

3
%
に
ま
で
上
昇
す
る

(向
上
)。

低
賃
金
雇
用
者
の
広
が
り
は
非
正

規
雇
用
者
に
限
定
さ
れ
ず
、
正
規
雇
用
者
に
あ
っ
て
も
ま
と
も
に
食
べ

て
い
け
な
い
低
賃
金
屑
が
拡
大
す
る
。
名
ば
か
り
正
社
員

・
「
プ
ラ

ツ

ま
ん
え
ん

ク
企
業
」
が
蔓
延
し
、

そ
こ
で
は
、
過
労
自
殺
に
ま
で
追
い
込
む
長
時

間
労
働
・
変
則
勤
務
か
つ
低
賃
金
が
強
い
ら
れ
、
入
社
間
も
な
い
若
者

の
命
が
使
い
捨
て
に
さ
れ
る
。
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こ
う
し
た
労
働
条
件
の
崩
壊
、
社
会
の
崩
壊
は
、
労
働
者
が
望
ん
だ

も
の
で
は
な
い
。
資
本
主
義
経
済
は
、
資
本
の
利
潤

(剰
余
価
値
)
追

求
を
エ
ン
ジ
ン
と
し
、
そ
の
資
本
、
つ
ま
り
そ
の
運
動
の
担
い
手
と
し

て
の
企
業

・
経
営
者
が
経
済
活
動
、
社
会
形
成
に
お
い
て
イ
ニ

シ
ア
テ

イ
ブ
を
握
る
。
資
本
の
利
潤
追
求
と
労
働
条
件
は
表
裏
一

体
、
か
つ
因

果
の
関
係
に
あ
る
。
資
本
に
よ
る
利
潤
拡
大
(
剰
余
価
値
生
産
)
が
何

の
歯
止
め
も
な
く

一
方
的
に
強
化
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
労
働
者
の
労

働
条
件
は
劣
悪
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
、
資
本
に
よ
る
利
潤
拡
大
と
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
労
働
条
件

の
決
定
を
解
明
し
た
K
・
マ
ル
ク
ス
に
立
ち
戻
け
、
現
代
の
労
働
条
件

崩
壊
に
つ
い
て
考
え
る
。

資
本
主
義
の
特
徴
を
と
ら
え
る

(1
)
資
本
主
義
の
基
礎
を
成
す
商
品
生
産

剰余価値の生産、富と貧困の蓄積

資
本
主
義
は
、
第

一
に
商
品
生
産
社
会
で
あ
る
。
商
品
生
産
は
資
本

主
義
経
済
の
基
礎
を
成
す
。
人
々
は
、
社
会
的
分
業
の
下
で
、
商
品
を

生
産
し、

そ
れ
を
他
の
商
品
と
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
必
要

と
す
る
も
の
を
入
手
す
る
。
つ
ま
り
、
人
間
と
自
然
と
の
聞
の
物
質
代

謝
と
そ
の
繰
り
返
し
、
再
生
産
は
、
商
品
交
換
を
介
し
て
行
わ
れ
る
。

商
品
交
換
の
場
が
市
場
で
あ
り
、
そ
の
市
場
に
お
い
て
、
生
産
さ
れ
た

労
働
生
産
物
は
、
他
の
商
品
と
の
交
換
関
係
に
入
る
。
互
い
に
等
し

い
、
同
じ
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
交
換
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
商
品
を
生
産
し
た
労
働
、
例
え
ば
米
を
作
る
農
業
労
働
と
、

他
方

の
自
動
車
を
製
造
す
る
労
働
と
が
互
い
に
等
し
い
も
の
と
し
て
交
換
関

係
に
入
る
。
そ
こ
で
は
支
出
の
具
体
的
形
態
が
互
い
に
異
な
る
労
働

(具
体
的
有
用
労
働
)
が
等
し
い
労
働
と
し
て
等
置
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
市
場
に
お
け
る
商
品
交
換
・

等
置
関
係
を
通
し
て
マ
ル
ク
ス
の
い
う

具
体
的
有
用
労
働
か
ら
そ
の
具
体
性
が
捨
象
さ
れ
た

「抽
象
的
人
間
労

働
」
を
共
通
項
と
す
る
関
係
が
成
立
す
る
。

そ
し
て
、
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
は
、
商
品
の
生
産
に
支
出
さ
れ
た

抽
象
的
人
間
労
働
の
量

(
労
働
時
間
)
に
よ

っ
て
決
ま
り
、
商
品
の
交

換
は
価
値
の
大
き
さ
に
規
定
さ
れ
る
。

奴
隷
制
や
封
建
制
と
い

っ
た
非
商
品
生
産
社
会
に
あ
っ
て
は
、

家
族

内
で
あ

っ
て
も
、
村
の
共
同
作
業
で
あ

っ
て
も
各
具
体
的
有
用
労
働

は、

最
初
か
ら
誰
の
た
め
の
労
働
で
あ
り
、

他
の
労
働
と
の
役
割
分
担

の
関
係
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
各
人
に
求
め
ら
れ
る
労
働

配
分
も
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
た
。
各
種
の
労
働
は
、
市
場
を
介

さ
ず
、
最
初
か
ら
社
会
的
な
労
働
と
し
て
支
出
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
無
政
府
的
な
社
会
的
分

業
に
お
い
て
は
、
各
人
の
労
働
が
誰
に
と

っ
て
必
要
な
労
働
な
も
の
な

の
か
、
ま
た
ど
れ
だ
け
必
要
な
の
か
は
、
あ
ら
か
じ
め
分
か
ら
な
い
ま

私
的
労
働
と
し
て
支
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
市
場
で
の
商
品
交
換
を
通

し
て
、

支
出
さ
れ
た
労
働
の
社
会
性
が
初
め
て
明
ら
か
と
な
り
、

実
現

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
商
品
交
換
に
よ

っ

て
成
立
す
る
価
値
関
係
、
抽
象
的
人
間
労
働
と
し
て
の
等
置
関
係
の
成

立
を
介
し
て
は
じ
め
て
そ
の
労
働
の
社
会
性
が
確
認
さ
れ
、
成
立
す

25 
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こ
の
よ
う
に
商
品
の
交
換
関
係
は
、
互
い
に
共
通
の
抽
象
的
人
間
労

働
の
産
物
と
し
て
、
ま
た
等
し
い
量
の
抽
象
的
人
間
労
働
を
含
む
も
の

と
し
て
の
価
値
関
係
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
市
場
で
は
、

そ
う
し
た
商
品
相
互
の
価
値
関
係
は
、
貨
幣
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る
。
ま
ず
、
各
商
品
は
、
当
該
商
品
と
貨
幣
(
金
)
と
の

等
置
関
係
を
介
し
て
、
そ
こ
に
投
下
さ
れ
た
抽
象
的
人
間
労
働
を
価
格

と
し
て
表
示
す
る
。
貨
幣
と
の
等
置
に
よ
り
、
商
品
に
投
下
さ
れ
た
抽

象
的
人
間
労
働
は
価
格
と
い
う
共
通
の
尺
度
を
得
る
。
こ
う
し
て
、
商

品
は
互
い
に
価
格
と
し
て
比
較
可
能
と
な
り
、
貨
幣
と
の
交
換
を
媒
介

と
し
て
商
品
交
換
が
行
わ
れ
る
。
W
(商
品
)
l
G
(貨
幣
)
l
W
(商
品
)

の
成
立
で
あ
る
。

(2
)
労
働
力
の
商
品
化
と
資
本
の
成
立

第
二
に
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
品
生
産
・は
、
独
立
自
営
の
小

商
品
生
産
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
産
手
段
を
所
有
す

る
資
本
家
(
経
営
者
)
と
労
働
者
(
従
業
員
)
と
の
分
離
の
下
で
行
わ

れ
る
。
生
産
手
段
を
も
た
な
い
労
働
者
は
、
み
ず
か
ら
の
労
働
力
を
資

本
家
に
売
っ
て
賃
金
を
得
て
、
生
活
手
段
を
取
得
す
る
。
つ
ま
り
、
資

本
主
義
社
会
で
は
労
働
者
の
労
働
力
が
商
品
と
な
る
。
労
働
力
の
価
値

の
大
き
さ
は
、
労
働
者
が
日
々
の
生
活
を
営
み
、
家
族
を
形
成
し
、
子

ど
も
を
産
み
育
て
て
い
く
た
め
に
必
要
な
生
活
諸
手
段
の
価
値
の
大
き

さ
に
よ
っ
て
規
定
さ
.
れ
る
。

資
本
と
労
働
の
分
離
の
下
で
行
わ
れ
る
商
品
生
産
に
お
い
て
は
、
資

， 

本
が
生
産
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
を
握
り
、
資
本
は
剰

余
価
値
(
利
潤
)
の
生
産
、
増
大
を
そ
の
目
的
と
し

て
商
品
生
産
に
参
加
す
る
。
資
本
家
は
貨
幣

(価

値
)
を
支
出
し
て
原
材
料
や
機
械
な
ど
の
生
産
手

段
、
そ
し
て
労
働
力
を
買
い
、
商
品
を
生
産
す
る
。

そ
の
商
品
を
販
売
し
、
は
じ
め
に
支
出
し
た
よ
り
大

き
な
貨
幣
(
価
値
)
を
得
る
。
こ
の
哨
加
分
が
剰
余

価
値
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
資
本

(増
殖
す
る
価
値
)

の
成
立
で
あ
る

(図
1
)。

資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
商
品
生
産
は
剰
余

価
値
生
産
の
た
め
の
手
段
と
な
る
。
日
本
の
代
表
的

企
業
で
あ
る
ト
ヨ
タ
自
動
車
を
例
に
考
え
て
み
よ

う
。
ト
ヨ
タ
自
動
車
は
自
動
車

(
W
)
を
販
売
し
、

そ
の
代
金

(
G
)
で
労
働
者
を
雇
用
し
、
ま
た
原
材

料
、
機
械
、
部
品
等

(W
)
を
購
入
し
、
新
た
な
生

産
の
準
備
を
整
え
る
。
こ
れ
は
、

W
I
G
-
w
の
活

動
で
あ
る
。
他
方
で
、
資
本
価
値
の
増
殖

(G
I
W

ー

σ
)、
剰
余
価
値
生
産
を
行
う
。

図1 資本の一般的定式

/Pm(生産手段)G (貨幣)-Wく …W'ー G'(G+剰余価値llG)
'A(労働力)

2 

絶
対
的
剰
余
価
値
生
産
と
労
働
日
を
め
ぐ
る
闘
争

(1
)
剰
余
価
値
生
産
の
仕
組
み

26 

で
は
、
企
業

・
資
本
は
ど
の
よ
う
に
し
て
剰
余
価
値
必
を
生
産
し
、



実
現
す
る
の
か
、
マ

ル
ク
ス
が
あ
き
ら
か
に
し
た
絶
対
的
剰
余
価
値
の

生
産
と
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
と
い
う
、
二
つ
の
仕
組
み
を
み
て
い

ノ丸
、。商

品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
商
品
は
等
価

物

(
等
し
い
価
値
の
生

産
物
)
ど
う
し
が
交
換
さ
れ
る
。
こ
れ
が
等
価
交
換
で
あ
る
。
資
本
の

運
動
は
こ
の
等
価
交
換
ル

l
ル
に
従

っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
貨

幣

(G)
を
支
出
し
て
生
産
材
料
を
そ
ろ
え
、
ま
た
労
働
者
を
一
履
い
入

れ
る
交
換

(
Gー

W
)
、
お
よ
び
生
産
さ
れ
た
自
動
車
の
販
売

(Wー

σ
)、
こ
れ
ら
二
つ
の
交
換
取
引
で
は
そ
れ
ぞ
れ
等
価
交
換
が
行
わ
れ
、

こ
の
交
換
で
は
、
剰
余
価
値
必
は
生
じ
な
い
。

剰
余
価
値
心
の
形
成
の
秘
密
は
生
産
過
程
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
生

産
過
程
に
お
い
て
、

G
ー

wで
購
入
さ
れ
た
原
材
料
や
機
械
な
ど
の
生

産
手
段
は
加
工
さ
れ
製
品
W
に
素
材
転
換
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て

生
産
手
段
は
そ
の
価
値
を
そ
の
ま
ま
製
品
に
移
転
さ

れ
る
。
他
方
、
労
働
力
商
品
の
購
入
に
支
払
わ
れ
た

賃
金
(
労
働
力
の
価
値
)
は
、
生
産
過
程
で
の
労
働

支
出
が
生
み
出
す
新
た
な
価
値

(価
値
形
成
)
に
よ

っ
て
補
て
ん
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
価
値
形
成
過
程
は
、

賃
金
の
補
て

ん
を
超
え
て
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
価
値
増
殖

過
程
に
入
る
。
こ
の
価
値
形
成
過
程
に
お
い
て
、

賃

金

(
日
労
働
力
の
価
値
)
相
当
の
価
値
形
成
に
要
す

る
労
働
支
出
時
間
を
必
要
労
働
時
間
、
さ
ら
に
そ
の

点
を
超
え
て
剰
余
価
値
形
成
に
費
や
さ
れ
る
労
働
時

剰余価値の生産、富と貧困の蓄積

絶対的剰余価値の生産

a b c 

(必要労働時間) (剰余労働時間)

図2

聞
を
剰
余
労
働
時
間
と
い
う
0

マ
ル
ク
ス
は
こ
う
し
た
必
要
労
働
時
間

を
超
え
た
労
働
時
間
の
延
長
に
よ
る
剰
余
価
値
の
生
産
を
、
絶
対
的
剰

余
価
値
生
産
と
定
義
づ
け
る

(図

2
)。

必
要
労
働
時
間
を
超
え
て
労
働
時
間
が
延
長
さ
れ
れ
ば
、

労
働
者
の

雇
い
入
れ
に
支
出
さ
れ
た
賃

金

(
人
件
費
)
と
生
産
過
程
で
の
労
働
支

出
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
新
た
な
価
値
と
の
差
額
が
発
生
し
、
剰
余
価

値
必
が
生
産
さ
れ
る

(労
働
者
の
搾
取
)
o

そ
し
て
、
支
出

(G
)
と

売
り
上
げ

(σ)
の
差
額
と
し
て
剰
余
価
値
心
が
実
現
す
る
。

(2
)
労
働
日
を
め
ぐ
る
階
級
闘
争

し
か
し
、
労
働
時
間
の
延
長
は
無
限
で
は
な
い
。
資
本
家
が
労
働
力

を
購
入
し
、
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
時
間
で
あ
る
「
労
働
日
」
に
よ

っ
て
限
界
が
画
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
労
働
日
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決

定
さ
れ
る
の
か
。
資
本
家
は
、

よ
り
多
く
の
剰
余
価
値
を
獲
得
す
べ

く
、
労
働
日
を
で
き
る
だ
け
延
長
し
よ
う
と
す
る
。
他
方
、
労
働
者

は
、
労
働
時
間
の
延
長
に
よ
る
健
康
被
害
、
社
会
生
活
破
壊
を
受
け、

そ
れ
を
防
止
す
べ
く
労
働
日
の
短
縮
を
求
め
る
。
労
働
日
は
、

資
本
家

サ
イ
ド
と
労
働
者
サ
イ
ド
と
の
聞
の
力
関
係

・
闘
争
に
よ

っ
て
決
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
「
労
働
日
の
標
準
化
は
、
労
働
日
の
諸
制
限
を
め
ぐ

る
闘
争
|

|
総
資
本
家
す
な
わ
ち
資
本
家
階
級
と
、
総
労
働
者
す
な
わ

ち
労
働
者
階
級
と
の
あ
い
だ
の

一
闘
争
ー
ー
と
し
て
現
れ
る
」

(
「
資
本

論
」
、
新
日
本
出
版
社
新
書
版
、
第

1
巻
第

2
分
冊、

3
9
9
mlo
以

下
、
「資
本
論
』
か
ら
の
引
用
は
同
新
書
版
を
用
い
て
②

3
9
9
mlと

略
記
す
る
)。
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標
準
労
働
日
を
め
ぐ
る
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
の
闘
争
が
歴
史

上
最
初
に
現
れ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
は
そ

の
イ
ギ
リ
ス
を
例
に
と
り
、
闘
争
の
歴
史
的
展
開
を
え
が
い
て
い
る
o

u世
紀
か
ら
国
世
紀
半
ば
に
か
け
て
の
手
工
業
の
時
代
は
、
労
働
者
に

対
す
る
資
本
の
優
位
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
諸
法
令
に
よ
る
労
働
日
の

強
制
的
延
長
が
行
わ
れ
た
。
資
本
は

「
国
家
権
力
の
助
け
を
も
借
り

て
」
初
め
て
「
十
分
な
分
量
の
剰
余
労
働
を
吸
収
す
る
権
利
を
確
保
」

(②
4
6
6
1
4
6
7
ml)
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

機
械
制
大
工

場
の
成
立
に
伴
い
、
力
関
係
は
資
本
家
サ
イ
ド
に
大
き
く
傾
き
、
「
風

習
と
自
然
、
年
齢
と
性
、

昼
と
夜
と
の
あ
ら
ゆ
る
制
限
が
粉
砕
さ
れ

た」

(②

4
8
0
ml)
。

こ
う
し
た
ど
ん
底
の
状
況
か
ら
、
労
働
者
階
級
の
反
撃
が
開
始
さ
れ

る
。
マ
ル
ク
ス
が
描
い
た

1
8
3
3年
か
ら

1
8
6
4年
に
至
る
イ
ギ

リ
ス
工
場
法
の
歴
史
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
標
準
労
働
日
を
め
ぐ
る

資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
の
闘
争
の
歴
史
で
あ
っ
た
。

1
8
3
3年

の
工
場
法
は
、
機
械
化
が
行
わ
れ
た
綿
工
場
、
羊
毛
工
場
、
亜
麻
工

場
、
絹
工
場
に
適
用
さ
れ
、
少
年

(uim歳
)
に
つ
い
て
は
、
朝
5

時
半
か
ら
晩
8
時
半
の
聞
の
ロ
時
間
、
児
童

(9
1
U歳
ま
で
)
に
つ

い
て
は
、

8
時
間
を
上
限
と
し
た
。

そ
の
後
、
労
働
日
の
上
限
規
制
は
、
婦
人
労
働
に
対
し
て
適
用
さ

れ
、
そ
し
て
他
の
産
業
の
労
働
者
に
対
象
範
囲
が
広
げ
ら
れ
て
い
く
。

標
準
労
働
日
を
め
ぐ
る
闘
争
は
イ
ギ
リ
ス
を
超
え
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

一
一
月
革
命

(1
8
4
8年
)
に
よ
り
ロ
時
間
法
が
誕
生
し
、
ア
メ
リ
カ

で
は

1
8
6
6年
の
全
国
労
働
者
大
会
に
お
い
て
、
標
準
労
働
日
を
8

時
間
と
す
る
法
律
の
制
定
が
闘
争
課
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
同
年
の
第

一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

(国
際
労
働
者
協
会
)
大
会
に
お
い
て
も
8

時
間
労
働
日
制
の
実
現
が
提
案
さ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
う
し
た
標
準
労
働
日
の
制
定
を
め
ぐ
る
歴
史
を
振

り
返
り
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
歴
史
の
核
心
を
述
べ
る
。
「
標
準
労
働
日

の
創
造
は
、
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
と
の
あ
い
だ
の
、

長
期
に
わ

た
る
、
多
か
れ
少
な
か
れ
隠
さ
れ
て
い
る
内
乱
の
産
物
な
の
で
あ
る
」

(②
5
1
9
ml)。
労
働
日
の
限
界
を
画
す
る
標
準
労
働
日
の
制
定
は
国

家
の
政
策
、
役
割
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
国
家
が
具
体
的
に

標
準
労
働
日
を
ど
う
設
定
す
る
か
、
そ
れ
は
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階

級
の
闘
争
、
力
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
の
日
本
の

過
労
死
問
題
を
考
え
る
際
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
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3 

相
対
的
剰
余
価
値
生
産
の
仕
組
み

(1
)
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産

以
上
に
み
た
絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
に
お
い
て
は
、
必
要
労
働
時

間
は
所
与
で
あ
り
、
そ
の
必
要
労
動
時
間
を
超
え
て
の
労
働
の
延
長

(剰
余
労
働
時
間
)
は
可
変
量
で
あ
っ
た
。
必
要
労
働
時
間
を
超
え
て

労
働
日
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
剰
余
価
値
が
発
生
し
、
労
働
日

が
延
長
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
よ
り
多
く
の
剰
余
価
値
が
生
産
さ
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
に
お
い
て
は
、
労
働
日

一
定
の
下
で
、
必
要
労
働
時
間
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
剰
余



労
働
時
間
が
延
長
さ
れ
、
剰
余
価
値
の
増
大
が
実
現
す
る
(
図
3
)。

問
題
は
、
必
要
労
働
時
間
の
短
縮
が
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る

の
か
で
あ
る
。
必
要
労
働
時
間
の
短
縮
は
、
労
働
力
の
価
値
が
低
下
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
そ
の
労
働
力
の
価
値
の
低
下
は
、
労
働

者
の
再
生
産
に
必
要
と
な
る
生
活
手
段
の
価
値
低
下
に
よ
っ
て
実
現
す

る
。
生
活
手
段
の
価
値
低
下
は
、
資
本
家
の
日
々
の
裁
量
で
実
現
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
商
品
生
産
に
必
要
な
労
働
量
の
縮
減
(
生
産
性
の
上

昇
)
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
生
活
手
段
の
価
値
低
下
が
実
現
さ
れ

る
。
生
産
性
の
上
昇
に
よ
る
生
活
手
段
の
価
値
低
下
は
日
々
単
位
で
は

目
立
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
日
年
単
位
で
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
は
今
や
パ
ソ
コ
ン
と
し
て
各
人
が
持
て
る
ほ
ど
に
価
値
が

低
下
し
た
。
車
に
つ
い
て
も
、
衣
服
に
つ
い
て
も
し
か
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
生
活
手
段
の
価
値
低
下
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
企

業
間
競
争
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
。
企
業

は
日
々
、
費
用
(
コ
ス
ト
)
削
減
、
生
産

性
上
昇
を
競
う
。
仮
に
、

1
個
当
た
り
の

生
産
手
段
の
価
値
(
材
料
費
、
機
械
の
減

価
償
却
等
)
が
日
円
で
、
新
た
に
形
成
さ

れ
た
価
値
(
賃
金
+
剰
余
価
値
)
が
4
円

と
す
れ
ば
、

1
個
当
た
り
の
価
値
は
凶
円

と
な
る
。
い
ま
、
新
し
い
機
械
の
導
入
に

よ
り
A
社
の
生
産
性
が
2
倍
に
上
昇
し
た

と
し
よ
う
(
こ
れ
ま
で
1
個
生
産
し
て
い

た
時
間
に

2
個
生
産
)
。
す
る
と

2
個
当

剰余価値の生産、富と貧困の蓄積

図3 相対的剰余価値の生産

a b c 

(必要労働時間) (剰余労働時間)

U 
C 

(剰余労働時間)

a一一一一b
(必要労働時間)

た
り
の
価
値
は
、
生
産
手
段
の
価
値
ぬ
円
と
、
新
た
に
形
成
さ
れ
た
価

値
4
円
で

M
円
と
な
り
、

1
個
当
た
り
で
は
ロ
円
と
な
る
。
し
か
し
、

同
業
他
社
が
多
数
存
在
し
、

A
社
1
社
の
シ
ェ
ア
が
そ
の
分
限
ら
れ
て

い
る
た
め
、
製
品
価
格
は
す
ぐ
に
下
が
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
最
初

は
U
円
で
販
売
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
生
産
性
を

2
倍
に
し
た
企
業

は、

1
個
に
つ
き
2
円

(凶
ー
ロ
円
)
の
特
別
剰
余
価
値
を
獲
得
す

る
。こ

う
し
た
特
別
剰
余
価
値
、
シ
ェ
ア
拡
大
を
求
め
る
競
争
は
、
企
業

に
と
っ
て
は
生
き
残
り
を
か
け
た
絶
対
的
圧
力
と
し
て
作
用
し
、
企
業

は
生
産
性
上
昇
・
コ
ス
ト
削
減
を
絶
え
ず
追
い
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
企
業
聞
の
競
争
に
よ
り
、

A
社
で
実
現
し
た
生
産
性
上
昇
は

他
社
に
も
波
及
し
、
供
給
拡
大
を
伴
い
な
が
ら
商
品
の
価
値
は
低
下
し

て
い
く
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
生
産
性
上
昇
の
結
果
で
あ
る
商
品
価
値

の
低
下
が
、
他
の
生
産
部
門
で
も
生
じ
、
労
働
者
の
生
活
必
需
品
の
価

値
低
下
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
力
の
価
値
低
下
が
実
現
す

る
の
で
あ
る
。

(2
)
労
働
の
生
産
力
増
大
の
方
法

で
は
、
資
本
家
は
生
産
性
の
上
昇
を
ど
う
実
現
す
る
の
か
。
マ
ル
ク

ス
は
、
当
時
の
生
産
性
上
昇
を
実
現
し
た
要
因
を
「
協
業
」
、
「
分
業
」
、

「
機
械
制
大
工
場
」
の
三
つ
の
生
産
方
法
に
求
め
た
。
協
業
で
は
、
同

じ
職
場
で
経
営
指
揮
の
下
、
計
画
的
に
統
一
し
て
作
業
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
一
人
一
人
の
生
産
性
が
プ
ラ
ス
し
て
発
揮
さ
れ
る
。
分
業
に
お
い

て
は
、

加
え
て
作
業
分
割
に
よ
る
各
分
割
作
業
の
効
率
ア
ッ
プ
に
よ
り
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生
産
性
の
上
昇
が
図
ら
れ
る
。
機
械
制
大
工
場
に
お
い
て
は
、
道
具
が

機
械
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
機
械
に
は
そ
れ
ま
で
の
道
具
を
用
い
て

発
揮
さ
れ
て
い
た
職
人
の
技
術
が
客
体
化
さ
れ
て
お
り
、
人
間
の
体
力

を
超
え
た
動
力
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
科
学
・

技
術
進
歩
の
機
械
へ
の
適
用
に
よ
り
、
生
産
性
上
昇
の
限
界
が
取
り
払

わ
れ
る
。

協
業
、
分
業
が
今
日
に
お
い
て
も
生
産
性
を
支
え
る
生
産
方
法
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
製
造
現
場
で
は
、
歩
幅
を
含
め
作
業
員
が

ど
う
体
を
移
動
さ
せ
れ
ば
ラ
イ
ン
の
生
産
性
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る

か
、
こ
う
し
た
動
作
研
究
が
行
わ
れ
、
ま
た
区
分
化
さ
れ
た
作
業
の
担

当
範
囲
を
各
人
に
ど
う
割
り
振
れ
ば
生
産
性
が
よ
げ
ら
れ
る
か
、
試
行

錯
誤
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

た
だ
、
機
械
制
大
工
場
に
つ
い
て
は
、

今
日
多
く
が
オ
ー
ト
メ
ー
シ

ョ
ン
工
場
に
そ
の
姿
を
変
え
る
。
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
工
場
に
お
い
て

は
、
加
工
か
ら
搬
送
、
組
み
立
て
、
検
査
、
荷
積
み
に
至
る
工
程
が
コ

ン
ピ
ュ

ー
タ
で

一
括
管
理
さ
れ
、
労
働
者
は
作
業
工
程
に
立
ち
あ
っ
て

機
械
の
動
き
を
監
視
す
る
こ
と
な
く
、
口
ン
ト
ロ
ー
ル
室
で
計
器
を
通

し
て
監
視
役
を
担
う
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
畜
産
大
手
は
牛
の
複

数
の
解
体
処
理
工
場
を
1
ヵ
所
の
中
央
監
視
ル

l
ム
に
お
い
て
管
理
す

る
。こ

の
よ
う
に
、
相
対
的
剰
余
価
値
生
産
は
、

〈
企
業
間
の
特
別
剰
余

価
値
を
め
ぐ
る
競
争
↓
生
産
性
の
上
昇
↓
生
活
必
需
品
の
価
値
低
下
↓

労
働
力
の
価
値
低
下

(
a
|
b
の
縮
小
)
↓
剰
余
価
値
の
増
大

(
b
l

c
の
延
長
)
〉
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
実
現
さ
れ
る
。

し
か
し
、
相
対
的
剰
余
価
値
生
産
の
プ
ロ
セ
ス
を
よ
り
現
実
的
に
み

た
場
合
、
生
活
必
需
品
の
価
値
低
下
が
生
じ
、
労
働
力
の
価
値
が
縮
小

し
た
と
し
て
も
、
そ
の
レ
ベ
ル
ま
で
労
働
者
の
賃
金
が
自
動
的
に
下
が

っ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
手
取
り
と
し
て
の
貨
幣
賃
金
の
引
き
下
げ

は
労
働
者
の
抵
抗
を
生
む
。
生
活
必
需
品
の
価
値
低
下
が
実
現
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
短
縮
さ
れ
た
必
要
労
働
時
間

(a
|
b
)
水
準
に
ま
で

手
取
り
額
を
ど
う
引
き
下
げ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
ま
で
引
き

下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
れ
は
、
労
働
日
の
決
定
の
場
合
と
同

様
、
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
と
の
闘
争
、
す
な
わ
ち
力
関
係
に
依

存
す
る
白

30 

(3
)
生
産
方
法
の
変
革
と
労
資
の
力
関
係

実
は
、
相
対
的
剰
余
価
値
生
産
を
可
能
と
す
る
生
産
方
法
の
改
善
そ

の
も
の
が
、
資
本
家
サ
イ
ド
を
優
位
化
し
、
手
取
り
賃
金
を
短
縮
さ
れ

た
必
要
労
働
時
間

(
a
l

b
)
水
準
に
ま
で
下
げ
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
の
で
あ
る
。

一
つ
は
、
資
本
家
が
生
産
方
法
の
改
善
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新

た
な
生
産
力
を
自
ら
の
所
有
物
へ
と
転
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ

る
。
協
業
に
お
い
て
も
、
分
業
に
お
い
て
も
労
働
者
の
計
画
的
、
か
っ

共
同
作
業
は
統

一
的
指
揮
機
能
を
要
と
し
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
生
産
力
発
揮
の
軸
点
と
な
る
指
揮
機
能
は
い
ま
や
資
本
家

・

経
営
者
が
担
う
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
反
比
例
し
て
個
々
の
労
働
者
は

無
力
な
存
在
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
資
本
家
に
対
す
る
対
抗
力
を

失
う
。
機
械
制
大
工
場
、
ま
た
現
代
の
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
制
御
を
駆
使
し



た
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
工
場
に
お
い
て
は
、
科
学

・
技
術
の
成
果
は

資
本
家
の
も
の
と
な
る
。
労
働
者
の
多
く
の
熟
練
技
術
が
解
体
さ
れ
て

機
械
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
客
体
化
さ
れ
、
生
産
の
統
一

性
と
流
れ
の
管
理
・
指
揮
機
能
と
共
に
、
こ
の
新
た
な
生
産
力
は
資

本
・
経
営
サ
イ
ド
の
所
有
物
と
な
る
。
そ
れ
に
反
比
例
的
に
個
々
の
労

働
者
は
無
力
と
な
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
者
が
単
に
資
本
家
の
管
理
の
下
で
働
く
と
い

う
、
資
本
の
下
へ
の
労
働
者
の
「
形
式
的
包
摂
」
に
対
し
、
こ
う
し
た

相
対
的
剰
余
価
値
生
産
の
進
展
に
伴
う
、

労
資
の
力
関
係
の
変
化
を
資

本
に
よ
る
労
働
者
の
「
実
質
的
包
摂
」
と
特
徴
づ
け
る
。

ふ
、
え
ん

*
な
お
敷
街
す
れ
ば
、
確
か
に
絶
対
的
剰
余
価
値
生
産
は
形
式
的
包
摂
の

下
で
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
が
機
械
制
大
工
場
の
成
立
に

伴
い
、
性
別
、
年
齢
、
昼
夜
を
問
わ
な
い
労
働
日
の
容
赦
な
い
延
長
が

行
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
日
延
長
に
よ
る
絶
対
的
剰
余

価
値
生
産
も
、
実
は
実
質
的
包
摂
の
下
で
可
能
と
な
る
。

剰余価値の生産、富と貧困の蓄積

二
つ
は
、
機
械
制
大
工
場
の
下
で
の
機
械
に
よ
る
労
働
者
の
代
替
、

ま
た
工
場
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
に
よ
る
労
働
者
の
削
減
、
こ
う
し

た
労
働
者
の
合
理
化
に
よ
る
失
業
の
発
生
で
あ
る
。
失
業
者
、
そ
し
て

都
会
へ
の
流
入
を
う
か
が
う
農
村
で
過
剰
と
な
っ
た
農
業
生
産
者
、
経

営
に
行
き
詰
ま

っ
た
自
営
業
者
、
こ
れ
ら
は
、
企
業
に
と

っ
て
は
必
要

な
時
に
い
つ
で
も
一履
い
入
れ
可
能
な
労
働
力
の
ス
ト
ッ
ク
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
産
業
予
備
軍
を
形
成
す
る
。
産
業
予
備
軍
の
存
在
は
、
労
働

者
間
の
団
結
を
困
難
と
し
、
相
互
の
問
で
の
競
争
、
具
体
的
に
は
、
職

を
求
め
る
労
働
者
の
問
、
職
を
求
め
る
労
働
者
と
就
業
労
働
者
問
、
就

業
労
働
者
相
互
の
問
、
こ
れ
ら

3
部
面
そ
れ
ぞ
れ
で
競
争
日
足
の
引
っ

張
り
合
い
を
強
め
る
。
失
業
の
発
生
は
労
働
者
間
の
足
並
み
を
乱
し
、

結
果
と
し
て
資
本
家
サ
イ
ド
を
優
位
化
し
、
剰
余
価
値
生
産
を
強
め
る

こ
と
に
な
る
。
「資
本
の
蓄
積
が
、

一
方
で
は
労
働
に
た
い
す
る
需
要

を
増
大
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
他
方
で
は
労
働
者
の
『
遊
離
』
に
よ
っ
て

労
働
者
の
供
給
を
増
加
さ
せ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
失
業
者
の
圧
力
が

就
業
者
に
よ
り
多
く
の
労
働
を
流
動
さ
せ
る
よ
う
強
制
し
、
し
た
が
っ

て
あ
る
程
度
、
労
働
供
給
を
労
働
者
供
給
か
ら
独
立
さ
せ
る
」
(③

1

0
9
9
ml)
。

こ
の
よ
う
に
、
労
働
日
の
決
定
が
関
わ
れ
る
絶
対
的
剰
余
価
値
生
産

に
限
ら
ず
、
生
産
性
上
昇
を
前
提
と
す
る
相
対
的
剰
余
価
値
生
産
に
お

い
て
も
、
剰
余
価
値
生
産
は
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
と
の
闘
争

・

力
関
係
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

4 

現
代
に
お
け
る

「富
と
貧
困
」
の
蓄
積

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
剰
余
価
値
生
産
と
労
働
条
件

(労
働
時

間、

賃
金
水
準
)
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
一
方
で
剰
余
価
値
生

産
が
際
限
な
く
強
化
さ
れ
れ
ば
、
他
方
で
労
働
条
件
は
際
限
な
く
悪
化

す
る
こ
と
に
な
る
。
絶
対
的
剰
余
価
値
生
産
が
ど
こ
ま
で
延
長
さ
れ
る

の
か
、
そ
れ
は
労
働
時
間
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
相
対
的
剰
余

価
値
生
産
で
は
生
産
性
上
昇
の
成
果
を
す
べ
て
、
あ
る
い
は
ど
こ
ま
で

を
剰
余
価
値
と
し
て
資
本
家
サ
イ
ド
に
帰
属
さ
せ
る
の
か
ど
う
か
、
そ

こ
で
は
労
働
者
の
生
活
水
準
の
向
上
い
か
ん
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
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(1
)
長
時
間
労
働
の
蔓
延
と
賃
金
の
低
下

今
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
も
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
に
さ
ら
さ
れ
、
労

働
サ
イ
ド
は
譲
歩
を
重
ね
、
労
働
時
間
延
長
へ
の
圧
力
が
高
ま
る
。
し

か
し
、
日
本
で
は
今
日
な
お
労
働
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
長
時
間
労
働
を
迫
ら
れ
、
さ
ら
に
業
績

・
成
果
、
リ
ス
ト

ラ
圧
力
が
加
わ
り
、

1
9
9
0年
代
後
半
以
降
、
過
労
死
、
精
神
疾
患

が
増
大
す
る
(
図
4
)。

2
0
1
2年
の
「
就
業
構
造
基
本
調
査
」

(2
0
1
3年
、
総
務
省
)

に
よ
れ
ば
、
年
間
2
5
0
日
以
上
、
つ
ま
り
週
5
日
以
上
働
く
就
業
者

(
2
9
0
8
万
人
)
に
つ
い
て
み
る
と
、
な
ん
と
そ
の

ω
・
1
%
は
年

間
労
働
時
間
が
2
5
0
0時
間
を
超
え
る
。
さ
ら
に
、
年
間
3
0
0
0

時
間
を
超
え
る
就
業
者
が

5
3
8
万
人
(
国
・

5
%
)
存
在
す
る
。
性

別
で
は
男
性
が

4
4
1
万
人
(
辺

・
9
%
)
、
女
性
が

W
万
人

(9
・

9
%
)
で
あ
る
。
過
労
死
ラ
イ
ン
は
月
の
残
業
時
間
が
初
時
間
超
、
年

間
労
働
時
間
で
は

3
0
0
0時
間
超
で
あ
る
。
そ
の
年
間
3
0
0
0時

間
を
超
え
、
過
労
死
と
隣
り
合
わ
せ
で
働
く
者
が
い
ま
だ
に

5
0
0
万

人
を
超
え
る
。

日
本
労
働
弁
護
団
が
実
施
し
た
「
全
国
電
話
相
談
」
に
は
、
長
時
間

労
働
に
苦
し
む
労
働
者
、
そ
の
家
族
の
悲
鳴
が
殺
到
し
た
。
「
毎
日
深

夜
ま
で
働
き
終
電
で
帰
宅
。
土
日
に
出
勤
し
徹
夜
す
る
こ
と
も
。
胃
潰

蕩
で
倒
れ
そ
う
だ
。
「
仕
事
が
つ
ら
く
て
我
慢
で
き
な
い
」
と
泣
く
」

(
大
手
機
械
メ
ー
カ
ー
、
母
親
の
相
談
)
。
「
長
時
間
労
働
で

『辞
め
た

い
』
と
言

っ
て
い

る
。
毎
日
午
前

1

時、

2
時
ま
で
働
い

て
い
る
。
職
場
で
精

神
に
異
常
を
き
た
し

て
い
る
人
が
多
い
」

(
外
資
系
経
理
、
娘

婿
の
相
談
)
。
「
夫
の

帰
り
が
深
夜
ロ
時
、

遅
い
と
き
は

3
時
に

な
る
。
病
気
に
な
る

前
に
何
と
か
し
た

い
。
タ
イ
ム
カ

l
ド

を
実
際
よ
り
早
く
押
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」

(自
動
車
販
売
、
妻
)
(
以
上

『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」

2
0
0
6年
7
月
お
日
号
)。

居
酒
屋
大
手
の

「和
民
」
で
は
、
新
卒
社
員
が
、
平
日
午
後
3
時
か

ら
翌
日
午
前
3
時
半
勤
務
、
週
末
は
翌
朝
6
時
ま
で
、
連
日
ロ
時
間
を

超
え
る
勤
務
を
課
さ
れ
、
最
後
は
月
残
業
2
2
7時
間
を
強
い
ら
れ
入

社
2
ヵ
月
で
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た

(森
岡
孝
二

『過
労
死
は
何
を
告

発
し
て
い
る
か
」

2
0
1
3年
、
岩
波
書
店
)。

過
労
死
・
過
労
自
死

は
一雇
用
者
に
限
ら
れ
ず
、
教
員
、
病
院
の
医
師
、
看
護
師
に
も
広
が

る
。
ま
さ
に
日
本
は
工
場
法
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
逆
戻
り
で
あ
る
。

賃
金
に
つ
い
て
も
労
働
条
件
の
崩
壊
が
広
が
る
。
図

5
は、

1
人
当

た
り
G
D
P
(国
内
総
生
産
)、
全
国
消
費
物
価
指
数

(総
合
)
、
常
用

脳・心臓疾患と精神障害請求件数

0 
1998 2(削 02 04 06 08 10 12 

(年度)
(資料)厚生労働省 「平成25年度 脳 ・心臓疾患と精神障害

の労災補償状況J(2014年6月)より作成。
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脳・心臓疾患請求件数

精神障害請求件数

図4
(件数)
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労
働
者
(
一
般
労
働
者
、
パ

ー
ト
労
働
者
)
(
5
人
以
上
の
事
業
所
規

模
)
の
現
金
給
与
総
額
(
含
ボ
ー
ナ
ス
)
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

1
9
9

1
年
を
1

(基
準
)
と
し
て
、
そ
の
後
の
推
移
を
追
っ
た
も
の
で
あ

る
。
例
年
以
降
1
人
当
た
り
G
D
Pと
現
金
給
与
総
額
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

が
広
が
り
を
見
せ
る
。
し
か
も
、
現
金
給
与
総
額
は
消
費
物
価
指
数
を

も
大
き
く
下
回
っ
て
推
移
す
る
。
賃
金
低
下
が
生
活
費
の
下
落
に
合
わ

せ
る
こ
と
な
く
、
生
活
費
の
推
移
を
下
回
り
、
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
拡

大
す
る
。
つ
ま
り
、

旧
年
以
降
、
賃
金
が
消
費
物
価
指
数
壮
生
活
費
水

準
を
大
き
く
割
り
込
ん
で
引
下
げ
ら
れ
、
「
付
加
価
値
」
と
賃
金
の
差

額
、
つ
ま
り
剰
余
価
値

(
1
人
当
た
り
)
が
増
大
す
る
。

こ
の
消
費
物
価
指
数
を
下
回
る
賃
金
の
下
落
は
、
労
働
者
の
再
生
産

剰余側値の生産、富と貧困の苔和

1人当たりGDP・現金給与総額・
消費者物価指数の推移

図5

1.2 

0.8 
1991 93 95 97 99 2∞1 03 05 07 09 11 13 

(年)
(資料)厚生労働省「毎月勤労統計調査 (全国調査)J (2014 

年11月)、内閣府 『平成26年度年次経済報告書j
(2014年7月)総務省「消費者物価指数 (総合)J
(2014年12月26日公表)より作成。

l人当たりGDP

消費者物価指数(総合)

現金給与総額(5人以上)
0.9 

図6 正規、非正規の年齢階層別月給分布(男、女)

(1.∞01斗) 平均月給(正規・女)
600 

を
危
う
い
も
の
と
す
る
。
パ
ー
ト
、
派
遣
、
契
約
社
員
、
嘱
託
を
含
め

た
非
正
規
労
働
者
は
、
今
日
2
0
0
0
万
人

(雇
用
者
の
約
ω
%
)
を

数
え
、
こ
れ
ら
賃
金
階
層
の
ボ
ト
ム
を
形
成
す
る
非
正
規
労
働
者
の
賃

金
は
す
で
に
労
働
者
の
再
生
産
を
保
証
し
な
い
。

図
6
は
、
正
規
、
非
正
規
雇
用
者
の
平
均
月
収
を
年
齢
階
層
別
に
み

た
も
の
で
あ
る
。
男
性

・
非
正
規
は
、
ど
の
年
齢
層
に
つ
い
て
も
平
均

月
収
が
ぬ
万
円
に
達
し
な
い
。
結
婚
適
齢
期
で
あ
る
m
w
j
M
歳
で
は
平

均
月
収
は
お

・
5
万
円
で
あ
る
。
女
性

・
非
正
規
と
な
る
と
ど
の
年
齢

層
に
つ
い
て
み
て
も
平
均
月
収
が
初
万
円
に
達
し
な
い
。
こ
う
し
た
低

賃
金
で
は
、
結
婚
し
て
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
う

し
た
低
賃
金
層
は
当
然
非
正
規
に
留
ま
ら
ず
正
規
雇
用
者
に
も
広
が

る
。
今
日
、
日
本
の
賃
金
は
、
労
働
者

の
再
生
産
を
不
可
能
と
す
る
労
働
力
の

価
値
以
下
の
水
準
に
ま
で
切
り
下
げ
ら

れ
て
い
る
。

労
働
報
酬
は
国
民
生
活
の
基
礎
で
あ

り
、
こ
う
し
た
賃
金
破
壊
は
貧
困
の
拡

大
を
も
た
ら
す
。
賃
金
破
壊
は
子
ど
も

の
貧
困
を
も
た
ら
し
、
現
在
、
中
位
所

得
の
2
分
の

1
以
下
の
貧
困
家
庭
に
置

か
れ
る
子
ど
も
は

3
0
0
万
人
に
及

ぶ
。
ま
た
、
現
役
時
代
の
低
賃
金
は
老

後
生
活
の
貧
困
に
直
結
す
る
。
働
い
て

も
貧
し
い
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
は
、

5
8

平均月給(正規・男)

400 

200 

平均月給 (~I"正規・女)
0 

-19却-2425-白砂羽仕却制-444:;-49却-5H5-珂除以 6H971ト
(成)

(資料)厚生労働省「平成25年賃金構造基本統計調査J(2014 
年2月)より作成。
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〈大特集〉マルクス経済学のすすめ 20日

8
万
世
帯
、
そ
の
他
自
営
業
者
・
失
業
者
・
退
職
世
帯
の
貧
困
世
帯
を

合
わ
せ
る
と
、
貧
困
世
帯
は

1
0
0
0
万
を
超
え
る

(
後
藤
道
夫
「
深

刻
化
す
る
貧
困
と
打
開
の
方
向
」

『
経
済
』

2
0
1
2年
3
月
号
)
。

(2
)
多
国
籍
企
業
が
主
導
す
る
富
と
貧
困
の
蓄
積

今
日
、
一
部
巨
大
多
国
籍
企
業
へ
の
富
の
集
中
が
進
む
。
こ
の
巨
大

多
国
籍
企
業
へ
の
富
の
集
中
は
、
過
労
死
に
及
ぶ
長
時
間
労
働
、
家
族

の
再
生
産
を
困
難
と
す
る
賃
金
崩
壊
・
貧
困
拡
大
を
基
礎
と
し
、
か
っ

そ
れ
ら
を
生
み
出
す
原
因
で
あ
る
。
こ
の
多
国
籍
企
業
へ
の
富
の
集
中

は
、
多
国
籍
企
業
へ
の
経
済
的

・
政
治
的
権
力
の
集
中
の
結
果
で
あ

る
。
過
去

m
l初
年
、
新
自
由
主
義
体
制
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
に
よ
り
、

力
関
係
は
労
働
サ
イ
ド
か
ら
大
手
多
国
籍
企
業
サ
イ
ド
優
位
に
大
き
く

傾
く
。

.

*
多
国
籍
企
業
へ
の
富
の
集
中
は
、
一
方
で
高
額
な
役
員
報
酬
を
可
能
と

し
、
他
方
で
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の
肥
大
化

・
資
産
価
格
の
上
昇
を
も
た
ら

し
、
い
わ
ゆ
る
上
位
1
%
へ
の
富
の
集
中
を
も
た
ら
す
。

第
一
に
、
多
国
籍
企
業
は
、
自
由
化
政
策
の
下
、
海
外
へ
の
直
接
投

資
、
お
よ
び
海
外
ア
ウ
ト
・
ソ
l
シ
ン
グ
(
部
品

・
製
品
調
達
)
を
介

し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ

ー
ン
を
形
成
す
る
。
多
国
籍
企
業

の
生
産

・
ビ
ジ
ネ
ス
拠
点
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
は
、
多
国
籍
企
業
に
と
っ

て
の
労
働
市
場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
ス
ケ
ー
ル
で
の
膨
大
な
産
業
予
備
軍
の
形
成
を
意
味
す
る
。

企
業
の
活
動
が
国
内
に
と
ど
ま
る
限
り
、
利
用
可
能
な
産
業
予
備
軍

は
国
内
に
限
ら
れ
る
が
、
途
上
国
に
ビ
ジ
ネ
ス
基
盤
を
拡
大
す
る
こ
と

に
よ
り
、
多
国
籍
企
業
は
途
上
国
の
膨
大
な
低
賃
金
労
働
者
、
お
よ
び

産
業
予
備
軍
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
膨
大
な
産
業
予

備
軍
の
形
成
は
、
力
関
係
を
資
本
サ
イ
ド
優
位
に
導
く
。

第
二
は
、
新
自
由
主
義
政
策
の
展
開
で
あ
る
。

一
つ
は
、
労
働
者
保

護
規
制
の
緩
和

・
廃
止
で
あ
る
。
労
働
者
の
保
護
規
制
を
撤
廃
す
れ

ば
、
企
業
側
が
よ
り
優
位
と
な
り
、
労
働
条
件
は
後
退
を
迫
ら
れ
る
。

労
働
時
間
規
制
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
わ
が
国
で
は
い
ま
だ
に
実
効
性
を

伴
う
残
業
規
制
が
存
在
し
な
い
。
逆
に
、
女
性
の
深
夜
労
働
規
制
等
の

保
護
規
制
が
廃
止
さ
れ

(幻
年
)
、
ま
た
第
2
次
安
倍
内
閣
は
残
業
代

ゼ
ロ
制
度
の
導
入
を
目
指
す
。
さ
ら
に
雇
用
形
態
規
制
に
つ
い
て
み
れ

ば
、
お
年
に
労
働
者
派
遣
制
度
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
後

ω年
に
は
対
象

業
務
が

一
部
業
種
を
除
き
自
由
化
さ
れ
、
さ
ら
に

ω年
に
は
有
期
雇
用

期
間
上
限
が

1
年
か
ら

3
年
に
延
長
さ
れ
た
う
え
、
製
造
業
へ
の
派
遣

が
解
禁
さ
れ
た
。
さ
ら
に
第
二
次
安
倍
内
閣
は
派
遣
期
間
3
年
の
上
限

撤
廃
を
目
指
す
。
雇
用
期
間
の
定
め
の
あ
る
有
期
雇
用
に
つ
い
て
も
、

鈴
年
の
労
働
基
準
法
改
正
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で

一
律
上
限
1
年
で
あ
っ

た
も
の
が
、

3
年

(
高
度
専
門
職
、

ω歳
以
上
の
人
は

5
年
)
に
延
長

さ
れ
る
。

こ
う
し
た
規
制
緩
和
は
、
労
働
者
の
聞
に
多
様
な
一雇
用
契
約
に
基
づ

く
階
層
性
を
持
ち
込
み
、
労
働
者
間
の
分
断
を
も
た
ら
す
。
労
働
者
が

互
い
に
分
断
さ
れ
、
団
結
力
を
そ
が
れ
れ
ば
、
労
働
サ
イ
ド
の
交
渉
力

は
弱
ま
り
、
逆
に
資
本
家
サ
イ
ド
の
交
渉
力
が
強
ま
る
。

社
会
保
障
も
後
退
し
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
、
失
業
者
が
増
大
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
失
業
手
当
の
支
給
対
象
者
、
支
給
期
間
が
狭
め
ら
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剰余価値の生産、富と貧困の蓄積

れ
、
支
給
額
も
抑
制
さ
れ
て
き
た
。
失
業
者
の
貧
困
化
は
、

産
業
予
備

軍
効
果
を
強
め
る
。
ま
た
、
財
政
赤
字
の
責
任
を
国
民
に
転
嫁
す
べ

く
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
外
注
化
・下
請
け
化
(
民
営
化
)
し
、
あ
る
い
は
公

務
員
の
非
正
規
化
を
図
り
、
政
府
自
ら
が
公
共
サ
ー
ビ
ス
労
働
者
の
階

層
化
を
も
た
ら
し、

労
働
者
間
の
分
断
化
を
進
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
失
業
率
の
上
昇
で
あ
る
。
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
成
長

率
が
鈍
化
し
先
進
国
で
も
高
失
業
率
の
時
代
を
迎
え
る
。
日
本
で
も
完

全
失
業
率
は
4
%
を
超
え
、
正
規
の
希
望
が
か
な
わ
ず
や
む
を
え
ず
非

正
規
一雇
用
で
働
い
て
い
る
人
を
含
め
た
広
義
の
失
業
率
は
叩
%
を
上
回

る
と
推
測
さ
れ
る
。
国
内
で
の
膨
大
な
産
業
予
備
軍
の
形
成
で
あ
る
。

第
四
は
、
組
合
組
織
率
の
低
下
、
お
よ
び
組
合
方
針
の
後
退
で
あ

る
。
組
合
組
織
率
の
高
い
製
造
業
の
空
洞
化
は
組
織
率
低
下
を
招
い

た
。
ま
た
、
わ
が
国
で
は
、
初
年
代
ま
で
に
多
く
の
労
働
組
合
が
労
資

協
調
路
線
を
組
合
方
針
と
す
る
に
至
り
、
こ
れ
ま
で
経
営
側
の
労
働
規

制
緩
和
攻
勢
に
後
退
を
重
ね
て
き
た
。

今
日
の
グ
ロ

ー
バ
ル
化
は
、
新
自
由
主
義
政
策
に
基
づ
く
グ
ロ
ー
バ

ル
化
で
あ
り
、
そ
の
制
度
化
に
ほ
か
な
ら
ず
、
多
国
籍
企
業
へ
の
権
力

シ
フ
ト
が
進
み
、
労
働
サ
イ
ド
は
弱
体
化
を
迫
ら
れ
て
き
た
。
現
代
の

富
と
貧
困
の
蓄
積
は
、
多
国
籍
企
業
が
主
導
す
る

コ
l
ポ
レ

l
ト
・

グ

ロ
i
バ
リ
ゼ

l
シ
ョ
ン
に
そ
の
根
本
原
因
が
あ
る
。

お
わ
り
に

底
な
し
の
労
働
条
件
破
壊
の
原
因
究
明
は
、
そ
れ
に
ス
ト
ッ
プ
を
か

け
、
労
働
、
お
よ
び
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
回
復
に
向
け
た
運
動
の

道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
。

第

一
は
、
現
安
倍
内
閣
が
進
め
る
さ
ら
な
る
労
働
規
制
の
緩
和

・
撤

廃
を
中
止
さ
せ
、
規
制
強
化
の
方
向
へ
今
一
度
ね
じ
を
巻
き
戻
す
こ
と

で
あ
る
。
安
倍
内
閣
が
導
入
を
目
指
す
、
残
業
代
ゼ
ロ
法
案
、
派
遣
期

間
の

3
年
上
限
規
制
の
撤
廃
に
対
し
て
、
今
日
労
働
組
合
は
一
致
し
て

反
対
の
意
思
を
示
す
。
労
働
組
合
は
、
い
わ
ば
「
ど
ん
底
の
状
況
」
か

ら
の
反
撃
を
開
始
し
、
労
働
者
保
護
を
基
本
理
念
と
す
る
労
働
法
制
を

取
り
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
二
は
、
労
働
条
件
の
徹
底
し
た
破
壊
に
反
対
す
る
す
べ
て
の
組
合

に
よ
る
共
同
運
動
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
な
か
で
非
正
規
労

働
者
を
含
め
た
労
働
者
全
体
の
連
帯
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
。

第
三
は、

一
部
巨
大
多
国
籍
企
業
の
利
益
を
優
先
さ
せ
た
規
制
緩

和

・
自
由
化
・
民
営
化
、
こ
う
し
た
新
自
由
主
義
政
策
を
改
め
、
生
活

(お
よ
び
地
球
環
境

・
生
命
)
優
先
の
立
場
か
ら
、

多
国
籍
企
業
に
対

す
る
規
制
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
特
許
・
租
税
負
担

等
、
多
国
籍
企
業
に
対
す
る
特
権
拡
大
政
策
も
再
考
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
は
、
新
自
由
主
義
に
代
わ
る
、
各
国
民
、
さ
ら
に
は
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
政
策
裁
量
権
の
回
復
、
国
民
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自

己
決
定
権

・
主
権
の
確
立
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
お
よ
び

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
主
権
に
基
づ
く
新
た
な
、
も
う

一
つ
の
国
際
化
へ
の
模

索
が
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た

一
連
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
巨
大
化
し
た
多

国
籍
企
業
の
権
力
を
今

一
度
、
国
民
生
活
と
い
う
枠
の
中
に
収
め
る
こ

と
を
意
味
す
る
。

凶
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